
 １０月１日は「法の日」です。 
 「法の日」は、昭和３５年、政府によって「国を挙げて法の尊重、基本的人権の擁護、社会秩序の確立の
精神を高めるための日」として定められました。これに基づき、裁判所、法務省及び日本弁護士連合会で
は、毎年１０月１日からの１週間を「法の日」週間としています。 
 ここでは、広島県内で、この「法の日」週間にあわせて、裁判所・検察庁・法務局・弁護士会・法テラス
が協力して実施した「法の現場」見学ツアーについて紹介します。 

・内容 
 各機関の施設見学及び業務説明など 
・実施日時 
 ＜Ａコース＞ １０月 ８日（火） ８：５０∼１２：０５ 
 ＜Ｂコース＞ １０月２１日（月）１３：３０∼１６：４５ 
・見学先 
 ＜Ａコース＞ 広島家庭裁判所→広島地方検察庁→法テラス広島 
 ＜Ｂコース＞ 広島弁護士会 → 広島地方裁判所 → 広島法務局 
・所要時間 
 各コース 約３時間１５分 
 （１機関当たりの見学時間は５０分程度） 
・定員 
 各コース ２０名 

 

・ 普段見ることのない施設を見たり、実際にお話を聞く 
 ことで法に関する仕事を身近に感じることができました。 
・ 初めて入る場所が多く、楽しく見学できました。 
・ 知らないことが多く、流れや仕事の内容を教えてもら 
 えて勉強になりました。 
・ 色々生活していくなかで、参考になる点が多く、大い 
 に勉強になりました。 
・ どこに相談したらいいのか？知らない制度もたくさん 
 あり、知る事ができて勉強になりました。  

法教育マスコットキャラクター 「ホウリス君」 



職員から家庭裁判所の役割

について説明があったほか

少年審判廷(写真)、調停室

や家族面接室などを見学し

ていただきました。 

検事等から検察庁の業務や

再犯防止策について説明(写

真)があったほか、検察官執

務室などを見学していただ

きました。 

職員及びスタッフ弁護士か

ら法テラスの業務や弁護士

の役割について説明(写真)

があったほか、事務室を見

学していただきました。 



弁護士から弁護士会の活動

や各法律相談センター事業

について説明(写真)があっ

たほか、弁護士会館を見学

していただきました。 

職員から裁判所の役割や裁

判の仕組みについて説明(写

真)があったほか、裁判官席

に座るなどの体験をしてい

ただきました。 

職員から法務局の業務につい

て説明(写真)があったほか、

登記申請窓口や供託に関する

事務を行う事務室などを見学

していただきました。 


